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◉
東
京
都
訓
令
第
十
三
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
職
員
出
勤
記
録
及
び
出
勤
簿
整
理
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
訓
令
第
百
二
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

別
表
一
中
四
十
六
の
項
を
削
り
、
二
十
二
の
項
か
ら
四
十
五
の
項
ま
で
を
二
十
三
の
項
か
ら
四
十
六

の
項
ま
で
と
し
、
二
十
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
二

健
康
管
理
休
暇

休健

別
表
一
中
二
の
項
か
ら
二
十
の
項
ま
で
を
三
の
項
か
ら
二
十
一
の
項
ま
で
と
し
、
一
の
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

二

在
宅
勤
務
等

宅在

別
表
二
中
四
の
項
を
五
の
項
と
し
、
三
の
項
を
四
の
項
と
し
、
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三

在
宅
勤
務
等

宅在

別
表
三

十
八
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
八

健
康
管
理
休
暇

休健

別
表
三
中
四
十
三
の
項
を
削
り
、
四
十
四
の
項
を
四
十
三
の
項
と
し
、
四
十
五
の
項
を
四
十
四
の
項

と
し
、
四
十
六
の
項
を
四
十
五
の
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
十
四
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局
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労
働
委
員
会
事
務
局

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
年
東
京
都
訓
令
甲
第
九
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

別
表
一
本
庁
行
政
機
関
及
び
地
方
行
政
機
関
の
部
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
の
項
中
「
ス
ポ
ー
ツ
総
合
推

進
部
」
を
「
ス
ポ
ー
ツ
企
画
部
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
十
五
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

通
勤
手
当
支
給
規
程
（
昭
和
三
十
三
年
東
京
都
訓
令
甲
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
一
条
中
「
第
十
二
条
第
八
項
」
を
「
第
十
二
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
前
号
」
を
「
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第

一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

給
与
条
例
第
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
駐
車
場
等
（
以
下
「
駐
車
場
等
」
と
い
う
。
）
の
利

用
の
開
始
、
変
更
又
は
終
了
に
よ
り
、
通
勤
の
た
め
に
負
担
す
る
駐
車
場
等
の
料
金
に
変
更
が
あ

つ
た
場
合

第
六
条
第
一
項
中
「
職
員
が
離
職
し
」
を
「
職
員
が
離
職
（
職
員
が
離
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
（
当

該
翌
日
が
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
東
京
都
の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
当
該
翌
日
後
に
お
い
て
当
該
翌
日
に
最
も
近
い
東
京
都
の
休

日
で
な
い
日
を
含
む
。
）
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
場
合
の
離
職
を
除
く
。
以

下
同
じ
。
）
を
し
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
第
十
二
条
第
七
項
」
を
「
第
十
二
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
三
項
中
「
第
十
六
条
第
三
号
」
を
「
第
二
十
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
第
十
六
条
第
三
号
」
を
「
第
二
十
条
第
三
号
」
に
、
「
第
十
八
条
」
を
「
第
二

十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
六
条
第
四
号
」
を
「
第
二
十
条
第
四
号
」
に
、
「
第
十
八

条
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
第
二
十
条
」
を
「
第
二
十
四
条
」
に
、
「
第
十
八
条
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
改
め

る
。別

記
様
式
()表
中

「

」
を

「

」
に
改

め
、
同
様
式
()表
記
入
上
の
注
意
中
８
を
９
と
し
、
７
を
８
と
し
、
６
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

７
「
駐
車
場
等
」
の
「
所
在
地
」
欄
に
は
、
通
勤
に
利
用
す
る
駐
車
場
等
の
所
在
地
（
○
市
○
町
○

丁
目
○
番
○
号
等
）
を
記
入
す
る
こ
と
。

「
駐
車
場
等
」
の
「
利
用
形
態
」
欄
に
は
、
一
月
払
、
複
数
月
払
（
〇
箇
月
）
、
１
回
払
、
回
数

券
（
○
枚
綴
り
○
円
）
等
の
別
を
記
入
す
る
こ
と
。

「
駐
車
場
等
」
の
「
料
金
」
欄
に
は
、
実
際
に
負
担
す
る
額
（
駐
車
の
都
度
そ
の
料
金
を
支
払
う
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場
合
は
、
１
回
の
利
用
額
）
を
記
入
す
る
こ
と
。

別
記
様
式
()裏
中

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
か
ら
駐
車
場
等
（
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
東
京
都
条
例
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
五
号
）
（
以
下

「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
「
駐
車
場
等
」
を
い
う
。
）
を
利

用
し
て
い
る
職
員
で
あ
っ
て
、
引
き
続
き
当
該
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
施
行
日
に
お
い

て
改
正
後
の
条
例
第
十
二
条
第
六
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
者
は
、
こ
の
訓
令
に

よ
る
改
正
後
の
通
勤
手
当
支
給
規
程
第
三
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
実
情
を
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
、
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
通
勤
手
当
支
給
規
程
別
記
様
式
に
よ
る
用

紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
十
六
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

特
地
勤
務
手
当
等
支
給
規
程
（
昭
和
六
十
二
年
東
京
都
訓
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
三
条
第
一
項
中
「
特
地
手
当
の
基
礎
額
」
を
「
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
（
第
五
条

に
お
い
て
「
合
計
額
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
る
。

第
四
条
を
削
り
、
第
五
条
を
第
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
準
ず
る
手
当
の
月
額
）

第
五
条

準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
異
動
又
は
採
用
に
よ
り
特
地
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日

（
以
下
「
異
動
等
の
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
三
年
に
達
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
合
計
額
に

百
分
の
六
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
条
例
第
十
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
知
事
が

特
に
必
要
と
認
め
る
職
員
に
支
給
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
異
動
等
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
に
達

し
た
日
後
は
、
合
計
額
に
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
異
動
等
の
日
か
ら
起
算
し
た
期
間
の
区
分
に

対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

第
六
条
を
削
り
、
第
七
条
中
「
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
の
月
額
に
相
当
す
る
額
」
を
削

り
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
第
八
条
を
第
七
条
と
し
、
第
九
条
を
第
八
条
と
す
る
。

附
則
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
見
出
し
及
び
項
番
号
を
削
る
。

別
表
第
一
中
「
百
分
の
十
五
」
を
「
百
分
の
十
二
」
に
、
「
百
分
の
十
九
」
を
「
百
分
の
十
六
」
に
、

「
百
分
の
二
十
三
」
を
「
百
分
の
二
十
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
を
削
る
。

別
表
第
三
中
「
第
六
条
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
二
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
地
勤
務
手
当
等
支
給
規
程
の
一
部
改
正
の
廃
止
）

２

特
地
勤
務
手
当
等
支
給
規
程
の
一
部
改
正
（
令
和
七
年
東
京
都
訓
令
第
四
十
九
号
）
は
、
廃
止
す

る
。
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◉
東
京
都
訓
令
第
十
七
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
運
用
管
理
規
程
（
平
成
十
四
年
東
京
都
訓
令
第
九

十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
八
条
第
六
項
中
「
総
務
局
行
政
部
振
興
企
画
課
」
を
「
総
務
局
行
政
部
管
理
課
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
十
八
号

庁

中

一

般

支

庁

東
京
都
支
庁
長
専
決
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
東
京
都
訓
令
甲
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
一
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
六
条
」
を
「
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
小
笠
原
住
宅
の
使
用

申
込
者
の
資
格
の
制
限
及
び
同
条
例
第
六
条
」
に
、
「
使
用
申
込
者
」
を
「
使
用
者
」
に
改
め
、
同
項

第
二
号
中
「
及
び
」
の
下
に
「
同
条
例
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条

の
二
の
規
定
に
基
づ
く
使
用
許
可
、
同
条
例
第
九
条
第
一
項
」
に
、
「
及
び
同
条
第
四
項
」
を
「
、
同

条
第
四
項
」
に
、
「
取
消
し
」
を
「
取
消
し
及
び
同
条
例
第
二
十
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
定
期
使
用

許
可
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
五
号
を
第
二
十
八
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
十
三
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
十
三
号
を
加
え
る
。

十
二

東
京
都
小
笠
原
移
住
定
住
促
進
住
宅
条
例
（
令
和
八
年
東
京
都
条
例
第
三
十
五
号
）
第
五
条

第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
小
笠
原
移
住
定
住
促
進
住
宅
の
使
用
申
込
者
の
資
格
の
制
限
及
び
同
条

例
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
小
笠
原
移
住
定
住
促
進
住
宅
の
使
用
者
の
募
集
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

東
京
都
小
笠
原
移
住
定
住
促
進
住
宅
条
例
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
使
用
者
の
決
定
及
び
同

条
例
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
取
消
し
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

東
京
都
小
笠
原
移
住
定
住
促
進
住
宅
条
例
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
使
用
許
可
、
同
条
例
第

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
使
用
許
可
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
期
間
の
延
長
及
び

同
条
第
四
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
使
用
許
可

の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

東
京
都
小
笠
原
移
住
定
住
促
進
住
宅
条
例
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
小
笠
原
移
住
定
住
促
進

住
宅
の
割
当
て
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

東
京
都
小
笠
原
移
住
定
住
促
進
住
宅
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
使
用
料
の
減

額
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

東
京
都
小
笠
原
移
住
定
住
促
進
住
宅
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
使
用
料
等
の

減
免
又
は
徴
収
の
猶
予
に
関
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
使
用
料
か
ら
減
額
す
る
額
の
基
準
の
決
定
に

関
す
る
こ
と
を
除
く
。

十
八

東
京
都
小
笠
原
移
住
定
住
促
進
住
宅
条
例
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
使
用
料
の
減

額
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

東
京
都
小
笠
原
移
住
定
住
促
進
住
宅
条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
保
証
金
の
減

免
又
は
徴
収
の
猶
予
に
関
す
る
こ
と
。

二
十

東
京
都
小
笠
原
移
住
定
住
促
進
住
宅
条
例
第
二
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
小
笠
原
移
住
定
住

促
進
住
宅
の
変
更
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一

東
京
都
小
笠
原
移
住
定
住
促
進
住
宅
条
例
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
小
笠
原
移
住
定

住
促
進
住
宅
監
理
員
の
任
免
及
び
連
絡
員
の
設
置
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二

東
京
都
小
笠
原
移
住
定
住
促
進
住
宅
条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
員

の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。
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二
十
三

東
京
都
小
笠
原
移
住
定
住
促
進
住
宅
条
例
第
二
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
過
料
に
関
す
る

こ
と
。

二
十
四

東
京
都
小
笠
原
移
住
定
住
促
進
住
宅
条
例
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
小
笠
原
移
住
定
住
促

進
住
宅
に
係
る
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
許
可
の
う
ち
定

例
的
な
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

◉
東
京
都
訓
令
第
十
九
号

都

市

整

備

局

建

築

指

導

事

務

所

東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
に
勤
務
す
る
建
築
主
事
等
の
確
認
事
務
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
六

年
東
京
都
訓
令
甲
第
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
一
条
第
一
号
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再

生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
百
五
条
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
三
条
の
五
十
九
第
一

項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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